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議案第３２号 

上越市手数料条例の一部改正について 

上越市手数料条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

令和６年２月２８日提出 

上越市長  中 川 幹 太 

 

上越市手数料条例の一部を改正する条例 

上越市手数料条例（平成１２年上越市条例第１５号）の一部を次のように改正する。 

第２条中第１４３号を第１４４号とし、第１２０号から第１４２号までを１号ずつ繰り下

げ、同条第１１９号ア中「第１１６号」を「第１１７号」に改め、同号イ中「第１１６号ア」

を「第１１７号ア」に改め、同号ウ中「第１１６号イ」を「第１１７号イ」に改め、同号エ中

「第１１６号ウ」を「第１１７号ウ」に改め、同号を同条第１２０号とし、同条第１１８号を

同条第１１９号とし、同条第１１７号ア中「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法

律施行規則第３条第２項」を「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則

第２５条第２項」に改め、同号を同条第１１８号とし、同条第１１６号中「第１１８号」を

「第１１９号」に改め、同号を同条第１１７号とし、同条第１１５号中「建築物のエネルギ

ー消費性能の向上に関する法律施行規則」を「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関す

る法律施行規則」に改め、同号を同条第１１６号とし、同条中第１１２号から第１１４号ま

でを１号ずつ繰り下げ、同条第１１１号ア中「第１０９号ア」を「第１１０号ア」に改め、同

号イ中「第１０９号イ」を「第１１０号イ」に改め、同号を同条第１１２号とし、同条第    

１１０号を同条第１１１号とし、同条第１０９号アの表中「建築物のエネルギー消費性能の

向上に関する法律」を「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」に改め、同号

を同条第１１０号とし、同条中第１０４号から第１０８号までを１号ずつ繰り下げ、同条第  

１０３号中「第１０１号」を「第１０２号」に改め、同号を同条第１０４号とし、同条第    

１０２号中「第１０６号」を「第１０７号」に改め、同号を同条第１０３号とし、同条第    

１０１号中「第１０３号及び第１０４号」を「第１０４号及び第１０５号」に、「第９９号の

表」を「第１００号の表」に改め、同号を同条第１０２号とし、同条第１００号を同条第   

１０１号とし、同条第９９号の表中「第１０２号の表」を「第１０３号の表」に改め、同号を

同条第１００号とし、同条第９８号を同条第９９号とし、同号の前に次の１号を加える。 

（９８） 大規模の修繕又は大規模の模様替における建築物の敷地等と道路との関係に関する制

限又は道路内の建築制限の適用除外に係る認定申請手数料 １件につき２万７，０００
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 第５条第１項第２号ア中「第２条第１１３号」を「第２条第１１４号」に改め、同号イ中

「第２条第１１４号」を「第２条第１１５号」に改め、同号ウ中「第２条第１１５号」を「第

２条第１１６号」に改め、同号エ中「第２条第１３７号」を「第２条第１３８号」に改め、同

号オ中「第２条第１３８号」を「第２条第１３９号」に改める。 

   附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 


